
歴史的環境の保全・整備によるまちづくり歴史的環境の保全・整備によるまちづくり

城跡・古墳・歴史的建造物等の歴史的に重要な施設の復原・修復、歴史的資産を活かしたまちなみ形成に対
する支援措置を創設・拡充し、失われつつある歴史的な環境の保全・整備によるまちづくりを推進する。

(市町村長)
歴史的環境保全整備
計画（仮称）の作成

（国） 基本方針作成

（国） 計画の認定

計画対象区域

・都市交通システム整備事業
の対象地域に追加
・区域内のみちすじ、駐車場、
駐輪場等の整備に対して支援

・まちづくり交付金の基幹事
業に古都保存事業、緑地保全事
業等を追加

核となる歴史的資産
である城址公園

特別緑地
保全地区

・都市再生区画整理事業
による歴史的資産を活か
した市街地整備

景観地区

・歴史的環境形成総合支援事業を
創設し、歴史的に重要な施設の保
存・復原に係る整備や当該施設の
周辺施設の整備、歴史的に重要な
施設を活用したソフト事業を総合
的に支援

・城跡・古墳等の復原整備を都市公園事
業の補助対象に追加
・民間事業者等による公園施設の整備を
補助対象に追加
・市町村等と土地所有者との契約による
歴史的に重要な施設の管理・公開のため
の整備を補助対象に追加

・景観形成総合支援事業
・まちづくり計画策定担い
手支援事業の対象地域に追
加
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施策の内容

（予算、税制等要求事項）

計画に基づく取組を総合的に支援

・歴史的環境形成総合支援事業【新規】
・都市公園事業【拡充】
・都市交通システム整備事業【拡充】
・都市再生区画整理事業【拡充】
・まちづくり交付金【拡充】
・税制の特例措置【新規】 等

・歴史的に重要
な施設の保全・
整備を税制特例
措置により支援

資料４


